
個別業務名 必要書類

建築物等清掃業務
●

建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を、営業所を所管する
都道府県知事（市町村の長を含む）から受けていることを証明するもの　〔入札
参加資格要件の（５）〕

空気調和設備保守点検業務、
給湯ボイラー保守点検・運転管
理業務

● ボイラー整備士及びボイラー技士の資格を有する者の配置が可能であること
を証明するもの　〔入札参加資格要件の（７）〕

建築物環境衛生管理技術者，
ねずみ・昆虫等防除業務

●
建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）第
12条の２第１項第１号に掲げる建築物清掃業又は同項第８号に掲げる建築物
環境衛生総合管理業の登録を証する書類（建築物環境衛生管理技術者選任
予定者一覧表）〔入札参加資格要件の（６）〕

空気環境測定業務 なし

給水設備保守点検業務 なし

庁舎等小修繕、プール管理、グ
ラウンド管理、植栽管理業務 なし

法面草刈業務 なし

入校生受入業務 なし

当直業務
● 警備業法の規定によって公安委員会から警備業者として認定を受けているこ

とを証明するもの　〔入札参加資格要件の（８）〕

● 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がない者であることを証明
するもの〔入札参加資格要件の（1２）〕

入札参加資格要件に応じた必要書類一覧

業務名称　：　令和８～10年度広島県消防学校庁舎・学生寮等施設管理業務

必要書類

共　　　　　　通

○入札参加資格要件
（１）　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の４の規定のいずれ
　　　にも該当しない者であること。

（２）　令和６年広島県告示第607号（令和７年から令和９年までの間において県が行う物品及び役務を
　　　調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等）によって「51A施設清掃」、「52Lボイラー
　　　の清掃・保守」、「52H空調設備の保守点検」「53A施設警備」の資格を認定されている者であるこ
　　　と。

（３）　本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても，広島県の指名除外を受けてい
　　　ない者であること。

（４）　本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても，低入札価格調査制度事務処理
　　　要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。

（５）　建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）第12条の2第1項第1号
　　　に掲げる建築物清掃業又は同項第8号に掲げる建築物環境衛生総合管理業の登録を、営業所を
　　　所管する都道府県知事（市町村の長を含む）から受けている者であること。

（６）　建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条に規定する建築物環境衛生管理技術者
　　　免状を有する者を選任できること。

（７）　ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和47年労働省令第33号）第35条に規定するボイラー整備士
　　　及び同令第23条第1項に規定するボイラー技士の資格を有する者を配置できる者であること。
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（８）　警備業法（昭和47年法律第117号）第4条の規定によって公安委員会から警備業者として認定され
　　　た者であること。

（９）　本件調達に係る「51A 施設清掃」，「52L ボイラーの清掃・保守」，「52Ｈ 空調設備の保守点検」及
　　　び「53A 施設警備」のいずれの業務についても，全部又は大部分をそれぞれ一括して第三者に委
　　　任又は請け負わせることなく履行できる者であること。

（１０）　本件調達の公告日の２年前の日の翌日から開札日までの間に，県との契約において，「51A 施
　　　　設清掃」，「52L ボイラーの清掃・保守」，「52Ｈ 空調設備の保守点検」及び「53A 施設警備」
　　　　の業務について，契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。

（１１）　労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がない者であること。


